
電波監理審議会への諮問

調査及び評価結果の概要の公表

国民の意見
③の調査 ②の調査 ①の調査
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電波法に定める
3,000GHz以下の周波数の
電波の利用状況の調査

周波数区分ごとの
電波の有効利用の

程度の評価

○ 新たな電波利用システムが導入できる周波数を確保するため、毎年、電波の利用状況を

調査･評価。また､周波数の移行･再編の方向性を示す周波数再編アクションプランを策定。

○ この結果等に基づき、総務大臣が周波数割当計画を策定。

電波の利用状況
調査・評価の実施

（毎年度）

周波数再編アクション
プランの策定
（毎年度）

周波数割当計画
の策定

〈 〉

・新規の電波需要に迅速に対応する
ため、 電波再配分が必要

・既存の電波利用の維持が必要

【調査する事項】
〇 無線局の数
〇 無線局の具体的な使用実態
〇 他の電気通信手段への

代替可能性 等

・現在、電波は有効に利用されている
・使用帯域の圧縮が適当
・中継系の固定局は光ファイバ等への転換が適当

３年を周期として、次に掲げる周波数帯ごとに実施
① 3.4GHz超
② 770MHz超3.4GHz以下
③ 770MHz以下

〈 〉

新たな電波利用
システムの導入

別紙１ 電波の利用状況の調査、公表制度の概要

周波数移行・再編のサイクル

電波の利用状況調査の制度概要


